
第 56回スーパーマーケット・トレードショー2022山形県ブース 

装飾等業務仕様書（企画提案用） 

 

１．委託業務 

  第 56回スーパーマーケット・トレードショー2022山形県ブース装飾等業務 

 

２．期 間 

  契約締結の日から令和４年２月 28 日まで 

 

３．事業目的 

  山形県産農林水産物を使用した加工食品等について、第 56 回スーパーマーケット・ト

レードショー2022 山形県ブース(以下「山形県ブース」という。)の出展により、多数のバ

イヤーに PR・訴求し、首都圏等の大消費地の小売店等への販路開拓・拡大を支援する。 

 

４．業務内容 

  山形県ブース出展にあたり、出展事業者及び出展商品等の紹介を効果的に演出した企

画・運営を行うこと。 

 （１）概 要 

   ① 山形県ブースの装飾デザイン、設営、施工及び撤収 

   ② バイヤー向け出展事業者カタログ、手提げ等のノベルティグッズ作成 

   ③ その他、山形県ブースの企画及び設営に関し必要な業務 

 （２）詳 細 

   ①装飾全般 

（イ） 来場者に対し、山形県ブースであることが明確に伝わる装飾であり、か  

つ、インパクトを与えるデザインであること。 

   ②小間配置及び備品の配置 

    （イ） 出展事業者が商談しやすく、かつ、バイヤーが各出展事業者小間に立ち寄

りやすい配置とすること。 

        また、山形県ブースを訪れるバイヤーの動線に出来るだけ偏りが生じない

ような配置とすること。 

        なお、床面は商談に支障をきたすような凹凸がないようにすること。 

    （ロ） 山形県ブースの構成はスペース小間 15 小間（22 出展事業者）を予定とす

る。 

        また、出展事業者ごとに以下備品を配置するとともに、必要に応じてコン

セント等の電気工事を行うこと。 

        なお、蛍光灯、スポットライト等の効果的な活用により、明るいイメージ

となるよう照明についても配慮すること。 

        《配置備品》 

         ・社名版（統一のデザインとすること） 

         ・背負い看板（イチ押し商品等の画像を含んだデザインで、取り外し可

能なもの） 



         ・展示台（テーブルクロス付） 

         ・展示用ひな段（可動式、取り外し可能なもの） 

         ・折りたたみ椅子（２脚） 

         ・消毒液 

         ・手袋 

    （ハ）  山形県ブース内に出展事業者が共同で使用するストックヤードを組み入

れ、調理場、給排水設備（水道配管及び２槽シンクタンクを含む。）、業務用

冷凍冷蔵庫及び電源の確保、折りたたみ椅子（４脚）、ハンガーラックの設

置並びに棚等を備えた保管スペースを確保すること。 

    （ニ） 新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた商談スペース（３名程度が商

談可能な机及び椅子の配置を含む。）をブース内に設置すること。 

    （ホ） 有料ストックルームレンタル費用（税込 110,000円×１部屋）の支払いを

行うこと。 

        なお、有料ストックルームの貸出申込はやまがた食産業クラスター協議会

が行う。 

    （ヘ） 装飾工事の基準は、第 55 回スーパーマーケット・トレードショー 2021

の出展細則によることとし、幹線工事及び配線工事については、スーパーマ

ーケット・トレードショー運営事務局等への必要な申請手続きを行うこと

（今年度の設置基準が示された後は、当該基準を満たすこと）。 

    （ト） 設営及び会期中に山形県ブース内の清掃及びごみの処分を毎日行うこと。 

    （チ） 山形県ブースの撤収及び廃材処理を行うこと。 

        ただし、「背負い看板」については、会期終了後、各出展事業者に送付す

ること。 

        また、会期終了後、宅配荷物運搬のための台車を５台程度用意し、宅配荷

物の発送手続きを一括して行うこと（発送に係る費用は出展事業者が負担す

る）。 

    （リ） 新型コロナウイルス感染症対策として、日本展示会協会の定める「展示会

業界における COVID－19感染拡大予防ガイドライン」を確認のうえ、スペー

スに余裕を確保するなど、必要な感染拡大防止対策を講じること。 

        ・ 各ブースにおける感染症拡大防止のためのアクリル板やビニールカー

テン等の遮蔽物 

・ ストックヤードに消毒液 

   ③出展事業者カタログの作成 

    （イ） 山形県ブース内の各出展事業者を紹介するカタログを作成すること。 

    （ロ） サイズは日本工業規格Ａ３とし、コート紙による両面４色フルカラー印刷

のものを 3,000部作成のうえ、以下のとおり納品すること。 

納品場所 数量 期 日 

やまがた食産業クラスター協議会 1,000部 令和４年２月上旬 

SMTS2022山形県ブース 2,000部 令和４年２月 15日(火)午後 

   ④手提げ袋の作成 

（イ） 山形県の農林水産物等に関する装飾を施した手提げ袋を作成すること。 



    なお、手提げ袋は不織布とし、規格は幅 530㎜、高さ 400㎜、マチ幅 120

㎜程度とすること。 

（ロ） 作成数は 2,000枚とし、以下のとおり納品すること。 

納品場所 数量 期 日 

山形県ブース 2,000枚 令和４年２月 15日(火)午後 

   ⑤背負い看板の作成 

    （イ） 壁面に掲示できる背負い看板（A１ポスター程度のサイズ）を各出展事業

者ごとに１枚ずつ作成することとし、各出展事業者の代表商品等を PR でき

るデザインとすること。 

   ⑥管理運営体制 

（イ） 小間及び備品の配置、設営工事並びに許可申請書類の作成、その他手続き

等について、やまがた食産業クラスター協議会及び出展事業者と連絡調整を行

うこと。 

（ロ） 設営時、会期中及び撤収時に、運営管理に関する問い合わせがあった場合、

すみやかに対応すること。 

   ⑦その他の業務 

    （イ） 委託業務係る実施計画書、実施報告書その他の必要な書類を作成すること。 

（ロ） やまがた食産業クラスター協議会が開催する出展事業者全体説明会（10 月

に山形市内で開催予定）において使用する資料（配置図及び提出書類等）を

作成し、出展事業者に対し説明を行うこと。 

    （ハ） その他、山形県ブースの出展にあたり、必要となる業務を行うこと。。。。。。。。 

   ⑧費用負担 

    （イ） ①～⑦までに規定する事項に係る経費の支払いを行うこと。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

５．成果品 

本業務の成果品として、業務の実施状況や実施状況等を記載した業務完了報告書を２部

提出すること。 

 

６．その他留意事項 

 （１） 本委託業務の成果品の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 17 条第１

項に規定する著作権をいう。）の全部は、やまがた食産業クラスター協議会に帰属

する。 

 （２） 照明や電気・ガス、水道等の施工、会場への搬出入、設営、装飾等の施行にあた

っては、会場の規程、指示等を遵守すること。 

 （３） 業務委託の円滑な遂行を図るため、委託者に対し、業務内容や業務の進捗状況等

について適宜報告し、委託者の指示に従うこと。 

 （４） 本仕様書に定める事項以外の事項については、委託者の指示に従うこと。 

 （５） 本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。 



個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することの

ないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集

するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでな

い。 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の

個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第５ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三

者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（事務従事者への周知） 

第７ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知

り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、

個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。た

だし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（調査） 

第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調

査することができる。 

（事故発生時における報告） 

第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者

に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

(注)1 発注者は実施機関、受注者は受託者をいう。 


